
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
四
年
七
月
十
四
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

平

川

理

恵

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

単
位
の
修
得
方
法
（
第
三
条
） 

第
三
章 

教
科
（
第
四
条
） 

第
四
章 

申
請
の
手
続
（
第
五
条
―
第
十
五
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
四
条
） 

附
則 

（
法
令
の
略
称
） 

第
二
条 

（
略
） 

法
令 

略
称 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
） 

十
九
年 

改
正
法 

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免

許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
四
十
号
） 

四
年
改 

正
法 

（
略
） 

（
略
） 

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免

許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
号
） 

特
例
法 

施
行
規 

則

 

（
単
位
の
修
得
方
法
） 

第
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四

施
行
規
則
附
則
第
三
十
五
項
に
よ
る
場
合 

（
略
） 

五
・
六 

（
略
） 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

単
位
の
修
得
方
法
（
第
三
条
） 

第
二
章
の
二 

更
新
講
習
（
第
三
条
の
二
―
第
三
条

の
五
） 

第
三
章 

教
科
（
第
四
条
） 

第
四
章 

申
請
の
手
続
（
第
五
条
―
第
十
五
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
四
条
） 

附
則 

（
法
令
の
略
称
） 

第
二
条 

（
略
） 

法
令 

略
称 

（
略
） 
（
略
） 

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成 

十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
） 

十
九
年 

改
正
法 

（
略
） 

（
略
） 

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免

許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
号
） 

特
例
法 

施
行
規 

則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科

学
省
令
第
九
号
） 

二
十
年 

改
正
省 

令

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年

文
部
科
学
省
令
第
十
号
） 

更
新
講

習
規
則 

 

（
単
位
の
修
得
方
法
） 

第
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四

施
行
規
則
附
則
第
三
十
八
項
に
よ
る
場
合 

（
略
） 

五
・
六 

（
略
） 



２
・
３ 

（
略
） 

 

２
・
３ 

（
略
） 

  
 
 

第
二
章
の
二 

更
新
講
習 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
） 

第
三
条
の
二 

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
広

島
県
内
の
県
立
学
校
又
は
市
町
立
学
校
の
教
育
職

員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
長
の
職
に
あ
る
者 

二 

教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
置
か
れ
る
部
課
（

学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事

項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
長
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

事
又
は
管
理
主
事
の
職
に
あ
る
者 

三 

教
育
機
関
（
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関

す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
、
部
課
の
長
、

指
導
主
事
又
は
社
会
教
育
主
事
の
職
に
あ
る
者 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
三
号
に
掲

げ
る
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が

認
め
る
者 

２ 

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
う
ち
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に

関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に

従
事
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

広
島
県
内
の
県
立
学
校
又
は
市
町
立
学
校
の

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
任

命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
国
、
広
島
県
又
は
広

島
県
内
の
市
町
、
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学

法
人
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
国
等

」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
な
る
た
め
広
島
県
又

は
広
島
県
内
の
市
町
を
退
職
し
、
引
き
続
き
国

等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者 

二 

広
島
県
内
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、 

義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、 

特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
設
置
す
る
学
校
法
人
又
は
広
島
県
内

の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社

会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲

げ
る
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が

認
め
る
者 

 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
者
） 

第
三
条
の
三 

二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二

号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第

三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 



                                            

２ 

二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
に
規
定

す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
う
ち
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に

関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に

従
事
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

広
島
県
内
の
県
立
学
校
又
は
市
町
立
学
校
の

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
任

命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
広
島
県
、
広
島
県
内

の
市
町
又
は
国
立
大
学
法
人
（
以
下
「
県
、
市

町
又
は
国
立
大
学
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
な

る
た
め
広
島
県
又
は
広
島
県
内
の
市
町
を
退
職

し
、
引
き
続
き
県
、
市
町
又
は
国
立
大
学
の
職

員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者 

二 

広
島
県
内
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、 

義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、 

特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
設
置
す
る
学
校
法
人
又
は
広
島
県
内

の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社

会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員 

三 
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲

げ
る
者
に
準
じ
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が

認
め
る
者 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
） 

第
三
条
の
四 

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号

及
び
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第

三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 

２ 

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す

る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第
三
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 

３ 

二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号

に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第
三

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
五 

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号

及
び
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
五
号

に
規
定
す
る
表
彰
は
、
当
該
表
彰
を
受
け
た
日
が

免
許
状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
修
了
確
認

期
限
ま
で
の
前
十
年
の
期
間
内
で
あ
る
個
人
に
対

す
る
表
彰
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
表
彰
の
う
ち
、
学
校
に
お
け
る

学
習
指
導
、
生
徒
指
導
等
に
関
し
、
特
に
顕
著

な
功
績
が
あ
つ
た
者
に
対
す
る
表
彰
と
し
て
県

教
育
委
員
会
が
認
め
る
も
の 

⑴ 

文
部
科
学
大
臣
に
よ
る
表
彰 

⑵ 

広
島
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
（
昭
和
三

十
六
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
表
彰 

⑶ 

広
島
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
表
彰 



    

（
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
） 

第
五
条 

免
許
法
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表

第
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
又
は
当 

該
免
許
状
へ
の
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受 

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類 

（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
書
類
に
つ
い
て
は
、 

必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会 

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
―
八 

（
略
） 

           

 
 

 

九 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び

前
号
に
規
定
す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載

と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人

事
項
証
明
書
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事 

実
が
確
認
で
き
る
書
類
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
） 

 

２ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
免
許
状 

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
一
号
、 

第
六
号
，
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
に
、 

同
表
の
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
略
） 

（
略
） 

免
許
法
第
十
六
条 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

３ 

県
教
育
委
員
会
よ
り
免
許
状
を
授
与
さ
れ
た
者

で
あ
つ
て
、
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
免
許

法
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
効
期
間
の
満
了
又
は
平
成

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
く
修
了
確
認
期
限
の

経
過
に
よ
り
当
該
免
許
状
が
失
効
し
た
者
が
再
度

当
該
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、 

二 

前
号
に
掲
げ
る
表
彰
の
ほ
か
、
前
号
に
掲
げ

る
表
彰
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
県
教
育
委
員
会

が
認
め
る
も
の 

 

 

（
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
） 

第
五
条 

免
許
法
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表

第
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
又
は
当

該
免
許
状
へ
の
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
書
類

に
つ
い
て
は
、
必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、

県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
―
八 

（
略
） 

九 

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
旧
免
許
状
所
持
者
（
以
下
「
旧
免
許
状
所

持
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
者
で
、
当
該
普
通

免
許
状
の
授
与
又
は
新
教
育
領
域
追
加
の
た
め

に
あ
ら
か
じ
め
普
通
免
許
状
を
所
持
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
は
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は

有
効
期
間
延
長
証
明
書
の
写
し 

 

十 
旧
免
許
状
所
持
者
で
な
い
者
で
、
普
通
免
許

状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
を
経
過
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
免
許
状
更

新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履

修
証
明
書 

十
一 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名

又
は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
八
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定
す
る
証
明
書

及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍

抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書
（
外
国
人
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
免
許
状 

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
一
号
、 

第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲

げ
る
書
類
に
、
同
表
の
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
略
） 

（
略
） 

免
許
法
第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

        

当
該
失
効
し
た
免
許
状
若
し
く
は
そ
の
写
し
、
又

 



は
当
該
失
効
し
た
免
許
状
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
の

証
明
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
（
第
二
号
⑷
及
び
⑸
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
教
育
職
員
検
定
の
申
請
） 

第
六
条 

（
略
） 

一
―
九 

（
略
） 

 
 

        
 

 

  

十 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号

に
規
定
す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異

な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項

証
明
書 

２ 

県
教
育
委
員
会
よ
り
免
許
状
を
授
与
さ
れ
た
者

で
あ
つ
て
、
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
免
許

法
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
効
期
間
の
満
了
又
は
平
成

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
く
修
了
確
認
期
限
の

経
過
に
よ
り
当
該
免
許
状
が
失
効
し
た
者
が
同
一 

種
類
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、 

当
該
失
効
し
た
免
許
状
若
し
く
は
そ
の
写
し
、
又

は
当
該
失
効
し
た
免
許
状
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
の

証
明
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
第
一
項
第
四
号
の

実
務
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

      

（
教
育
職
員
検
定
の
申
請
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一
―
九 

（
略
） 

 

十 

旧
免
許
状
所
持
者
で
な
い
者
で
、
当
該
普
通

免
許
状
の
授
与
又
は
新
教
育
領
域
追
加
の
た
め

に
あ
ら
か
じ
め
免
許
状
を
所
持
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
は
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有
効

期
間
更
新
証
明
書
の
写
し 

 

十
一 

旧
免
許
状
所
持
者
で
な
い
者
で
、
普
通
免

許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
を
経
過
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
免
許
状

更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習

履
修
証
明
書 

 

十
二 
改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名

又
は
本
籍
地
が
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
九

号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定
す
る
証
明
書
及
び
免

許
状
の
記
載
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又

は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

 

 

第
六
条
の
二 

免
許
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
（
第
四
号
、
第
九
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、

必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

第
七
条 

免
許
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
臨

時
免
許
状
授
与
又
は
当
該
免
許
状
へ
の
新
教
育
領

域
の
追
加
の
定
め
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受

 

第
六
条
の
二 

免
許
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
（
第
四
号
、
第
九
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、

必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

第
七
条 

免
許
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
臨

時
免
許
状
授
与
又
は
当
該
免
許
状
へ
の
新
教
育
領

域
の
追
加
の
定
め
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受



け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
第
三
号
及
び
第
六
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必

要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
現
に
勤
務
し
て
い

る
学
校
又
は
勤
務
し
よ
う
と
す
る
学
校
の
所
轄
庁

（
県
教
育
委
員
会
又
は
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
校
長
。
以
下
本
項
、
次 

条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。 

）
を
経
由
し
て
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
所
轄
庁
の
副

申
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
施
行
法
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
の
申
請
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一
―
八 

（
略
） 

 
 

      

九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
自
立
教
科
等
の
免
許
状
授
与
の
た
め
の
教
育
職

員
検
定
の
申
請
） 

第
十
二
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
自
立
教
科
等
の
免

許
状
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三

号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、

必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

 
 

    

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
第
三
号
及
び
第
六
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必

要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
現
に
勤
務
し
て
い

る
学
校
又
は
勤
務
し
よ
う
と
す
る
学
校
の
所
轄
庁

（
県
教
育
委
員
会
又
は
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
校
長
。
以
下
本
項
、
次 

条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。 

）
を
経
由
し
て
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
所
轄
庁
の
副

申
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
施
行
法
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
の
申
請
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一
―
八 

（
略
） 

 

九 

旧
免
許
状
所
持
者
で
な
い
者
で
、
施
行
法
第

二
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
な

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す

る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
経
過
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書

又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書 

 

十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
自
立
教
科
等
の
免
許
状
授
与
の
た
め
の
教
育
職

員
検
定
の
申
請
） 

第
十
二
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
自
立
教
科
等
の
免

許
状
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三

号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
の
書
類
に

つ
い
て
は
、
必
要
と
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
県

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
―
十 

（
略
） 

 

十
一 

旧
免
許
状
所
持
者
で
な
い
者
で
、
当
該
普

通
免
許
状
の
授
与
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
免
許

状
を
所
持
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
有
効
期

間
更
新
証
明
書
又
は
有
効
期
間
更
新
証
明
書
の

写
し 

 

十
一 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名

又
は
本
籍
地
が
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
九

号
ま
で
に
規
定
す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記

載
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個

人
事
項
証
明
書 

２ 

（
略
） 

 

十
二 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名

又
は
本
籍
地
が
、
第
三
号
、
第
七
号
か
ら
九
号

ま
で
及
び
前
号
に
規
定
す
る
証
明
書
及
び
免
許

状
の
記
載
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は

戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

２ 

（
略
） 

 

（
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
） 

第
十
四
条
の
二 

免
許
法
第
九
条
の
二
第
三
項
前
段

の
規
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の

有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い



て
は
、
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
効
期
間
更
新
（
更
新
講
習
修
了
確
認
）
申

請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明 

三 

有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有
効
期
間
延
長

証
明
書
の
写
し 

四 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状

更
新
講
習
履
修
証
明
書 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

２ 

免
許
法
第
九
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ

る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要

と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
免
許
状
更
新
講
習
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更

新
（
免
許
状
更
新
講
習
免
除
）
申
請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有
効
期
間
延
長

証
明
書
の
写
し 

四 

第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
表
彰
を
受
け
た
者

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

 

（
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
の
申
請
） 

第
十
四
条
の
三 

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効

期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各 

号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、 

必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
効
期
間
延
長
（
修
了
確
認
期
限
延
期
）
申

請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有
効
期
間
延
長

証
明
書
の
写
し 

四 

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る 

 

や
む
を
得
な
い
事
由
を
証
す
る
書
類 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
修
了
確
認
の
申
請
） 



第
十
四
条
の
四 

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了
確
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
効
期
間
更
新
（
更
新
講
習
修
了
確
認
）
申

請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、
十
九
年
改
正 

法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明
書
、

更
新
講
習
免
除
証
明
書
又
は
修
了
確
認
期
限
延

期
証
明
書
の
写
し 

四 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状

更
新
講
習
履
修
証
明
書 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

 

（
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の

確
認
の
申
請
） 

第
十
四
条
の
五 
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要

と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
効
期
間
更
新
（
更
新
講
習
修
了
確
認
）
申

請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、
十
九
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明

書
、
更
新
講
習
免
除
証
明
書
又
は
修
了
確
認
期

限
延
期
証
明
書
の
写
し 

四 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状

更
新
講
習
履
修
証
明
書 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
申

請
） 

第
十
四
条
の
六 

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
修
了
確
認
期

限
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、

必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
効
期
間
延
長
（
修
了
確
認
期
限
延
期
）
申



請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、
十
九
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明

書
、
更
新
講
習
免
除
証
明
書
又
は
修
了
確
認
期

限
延
期
証
明
書
の
写
し 

四 

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
前
段
の

規
定
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
由
を
証
す
る
書
類 

五 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
記
載
事
項
証

明
書 

 

                         

（
書
類
の
保
存
期
間
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四 

免
許
状
の
授
与
、
教
育
職
員
検
定
、
書
換
及

び
再
交
付
に
関
す
る
申
請
書 

五
年 

   

五 

（
略
） 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
免
除
の
申
請
） 

第
十
四
条
の
七 

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
免
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（

第
三
号
、
第
五
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
県
教
育
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

免
許
状
更
新
講
習
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更

新
（
免
許
状
更
新
講
習
免
除
）
申
請
書 

二 

教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
証
明
書 

三 

更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、
十
九
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明

書
、
更
新
講
習
免
除
証
明
書
又
は
修
了
確
認
期

限
延
期
証
明
書
の
写
し 

四 

第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
表
彰
を
受
け
た
者

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し 

五 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状

更
新
講
習
履
修
証
明
書 

六 

改
姓
又
は
転
籍
に
よ
り
、
申
請
時
の
氏
名
又

は
本
籍
地
が
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定

す
る
証
明
書
及
び
免
許
状
の
記
載
と
異
な
る
場

合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
個
人
記
載
事
項
証

明
書 

 

（
書
類
の
保
存
期
間
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四 

免
許
状
の
授
与
、
教
育
職
員
検
定
、
書
換
、

再
交
付
、
有
効
期
間
の
更
新
、
有
効
期
間
の
延

長
、
更
新
講
習
修
了
確
認
、
更
新
講
習
修
了
確

認
期
限
延
期
及
び
更
新
講
習
免
除
に
関
す
る
申

請
書 

五
年 

五 

（
略
） 

 
 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改



正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
記
様
式
第
一
号 

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状 

 

（
略
） 

  
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 
 
 
 
 
 

広
島
県
教
育
委
員
会 

 
 

印 

 
 

番
号 

 

授
与
条
件 

 

有
効
期
間
の
満
了
の
日 

平
成 

年 

月 

日 

 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
記
様
式
第
一
号 

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状 

 

（
略
） 

  
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 
 
 
 
 
 

広
島
県
教
育
委
員
会 

 
 

印 

  

番
号 

 

授
与
条
件 

 
 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 



 
別
記
様
式
第
二
号
（
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「
平
成 

 

年 
 

月 
 

日

」
を
「
令
和 

 

年 
 

月 
 

日
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


